
令和６年度 群馬県市町村会館管理組合人事行政の運営の状況（公表） 
 

 「群馬県市町村会館管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」第４条に基づき、人事行政

等の状況を次のとおり公表する。 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）職員数の推移                     （各年度４月１日現在） 

区 分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

職員数 ５人 ５人 ５人 ５人 ５人 

 

（２）職員の採用及び退職の状況（令和６年度） 

区 分 採 用 
退 職 

定年退職 勧奨退職 その他 合計 

人 数 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

 

（３）部門別職員数（令和６年４月１日現在） 

部  門 職員数 

５人 一般行政部門 

 

（４）年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在） 

 年 齢 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上 合計 

職員数 ０人 ０人 １人 ４人 ０人 ５人 

 

（５）職員の昇任及び降任の状況（令和６年度） 

 ・該当者なし 

 

２ 人事評価の状況 

   職員の能力及び業績を把握した上で行われる人事評価制度を導入している。 

区  分 概  要 

評価の対象 正規職員 5 名 

評価の回数 年２回 

評価の時期等 ９月（上期業績評価） ３月（下期業績評価及び年度能力評価） 

 

３ 職員の給与の状況 

（１）人件費の状況（令和６年度） 

歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率（B/A） 
（参考） 

令和５年度の人件費率 

198,961千円 28,098千円 44,713千円 22.5％ 31.1％ 

 



（２）職員給与費の状況（令和６年度） 

職員数（A） 
給与費 １人当たりの給与費 

（B/A） 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B） 

５人 23,043千円 4,049千円 10,213千円 37,305千円 7,461千円 

 

（３）職員の級別職員数の状況（令和６年４月１日現在） 

区  分 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 

合  計 標準的な

職務内容 
事務局長 次長 課長 

係長 

主幹 
主任 主事 主事 

職員数 ０人 ０人 ２人 ３人 ０人 ０人 ０人 ５人 

構成比 ０％ ０％ 40％ 60％ ０％ ０％ ０％ 100％ 

 

（４）職員の手当の状況 

 ①期末手当・勤勉手当（令和６年度） 

組合 国 

１人当たり平均支給額 2,043千円 － 

 期末手当 勤勉手当  期末手当 勤勉手当 

６月期 

 

1.225月分 

(0.675月分） 

1.025月分 

(0.475月分） 

６月期 

 

1.225月分 

(0.675月分） 

1.025月分 

(0.475月分） 

１２月期 

 

1.275月分 

(0.700月分） 

1.075月分 

(0.500月分） 

１２月期 

 

1.275月分 

(0.700月分） 

1.075月分 

（0.500分） 

計 

 

2.500月分 

(1.375月分） 

2.100月分 

(0.975月分） 

計 

 

2.500月分 

(1.375月分） 

2.100月分 

(0.975月分） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算 ５～１５％ 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算１０～２５％ 

  （注） （ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

②退職手当（令和６年度） 

・支給実績なし 

 組合 国 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年 

勤続２０年 19.6695月分 24.586875月分 勤続２０年 19.6695月分 24.586875月分 

勤続２５年 28.0395月分 33.27075月分 勤続２５年 28.0395月分 33.27075月分 

勤続３５年 39.7575月分 47.709月分 勤続３５年 39.7575月分 47.709月分 

最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分 

－ 定年前早期退職特例措置（2～45％加算） 

 

 



③地域手当（令和６年度） 

支給実績 757千円 

支給職員１人当たり平均支給額 151千円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

前橋市 3.0％ ５人 3.0％ 

 

④その他手当（令和６年度） 

区 分 組 合 国 支給実績 
１人当たり 
平均支給年額 

扶
養
手
当 

・配偶者 6,500円 

同左 996千円 249千円 ・子 1人 10,000円 

・子以外の扶養親族 1人 6,500円 
・16～22歳の子 1人 5,000円 加算 

住
居
手
当 

・借家の場合 家賃の額に応じて28,000円 
を限度に支給 

同左 268千円 268千円 

通
勤
手
当 

・交通機関利用者 

（電車・バスの利用者） 

片道2ｋｍ以上の場合で、負担

している運賃の額に応じて最高

55,000円を上限に支給 
同左 

322千円 64千円 
・交通用具使用者 

（自家用車等使用者） 

片道2ｋｍ以上の場合で、通勤

距離に応じて2,000円～31,600

円の範囲で支給 
同左 

管理職手当
 

管理又は監督の地位にある

職員に対し、その職に応じ

た定額を支給 

同左 
1,190千円 595千円 

49,600円～77,400円 － 

 

時間外勤務手当 

概要 区分 令和６年度 令和５年度 

・正規の勤務時間を超えて勤務す

ることを命じられた職員に支給 

支給総額 151千円 95千円 

職員１人当たり 

平均支給年額 
50千円 32千円 

休日勤務手当 

・祝日法による休日又は年末年始

の休日等において、正規の勤務

時間中に勤務することを命じら

れた職員に支給 

支給総額 136千円 44千円 

職員１人当たり 

平均支給年額 45千円 15千円 

 

管理職員特別勤

務手当 

概要 区分 令和６年度 令和５年度 

・管理職員の臨時又は緊急の必要

等による時間外勤務に支給 

支給総額 10千円 0千円 

職員１人当たり 

平均支給年額 
10千円 0千円 

 



 

（５）職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在） 

区  分 組合 国 

一般行政職 
大学卒 220,000円 220,000円 

高校卒 188,800円 188,800円 

 

（６）職員の平均給料月額、平均給与月額、平均年齢の状況（令和７年３月１日現在） 

区  分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

一般行政職 384千円 438千円 53.4月 

（注）１「平均給料月額」とは、職員の基本給料の平均 

２「平均給与月額」とは、給料月額、毎月支給される扶養手当、地域手当等の諸手当を合計から 

算出した平均（通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当及び児童手当は除く。） 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）勤務時間の状況(令和６年度） 

勤務時間 休憩時間 １日の勤務時間 

8：30～17：15 12：00～13：00 7：45 

 

（２）年休取得状況（令和６年１月１日から令和６年１２月３１日まで） 

総付与日数（Ａ） ２００日 

総取得日数（Ｂ） ５１．８日 

対象職員数（Ｃ） ５人 

平均取得日数（Ｂ／Ｃ） １０．４日 

消化率（Ｂ／Ａ） ２５．９％ 

 

（３）特別休暇制度及び取得状況（令和６年１月１日から令和６年１２月３１日まで） 

事  由 期  間 
取得状況 

取得人数 
（人） 

取得日数 
（日） 

公民権行使 その都度管理者が必要と認める期間   

官公署への出頭 上に同じ   

ドナー休暇 上に同じ   

ボランティア休暇 １の年において５日の範囲内の期間   

結婚休暇 連続する５日の範囲内の期間   

産前休暇 出産前６週間   

産後休暇 出産後８週間   

保育時間 １日２回それぞれ３０分間   

妻の出産 ２日の範囲内の期間   

育児参加 ５日の範囲内の期間   

子の看護 １の年において５日の範囲内の期間   



短期の介護 １の年において５日の範囲内の期間   １ ２ 

忌引休暇 親族に応じ別に定めた日数 １ ２ 

父母の追悼（法要） １日の範囲内の期間   

夏季休暇 １の年の７月から９月の期間内における５日間 ５ ２５ 

現住所の滅失等 ７日の範囲内の期間   

災害又は交通機関の事故等※ その都度管理者が必要と認める期間   

通勤途上の危機回避 上に同じ   

 

５ 職員の休業に関する状況（令和６年度） 

区  分 
取得状況 

取得人数 
（人） 

取得日数 
（日） 

育児休暇及び育児時間 該当者なし 

介護休暇及び介護時間 該当者なし 

病気休暇 ０人 ０日 

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況（令和６年度） 

免 職 
分限処分 懲戒処分 

免職 降任 休職 降給 免職 停職 減給 戒告 

処分者数 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

 

７ 職員の服務の状況（令和６年度） 

区分 内容 

職務命令等に従う義務 職員は法令等に従い、かつ上司の命令に従う義務がある。 

信用失墜行為の禁止 職員はその信用を失う行為をしてはならない。 

守秘義務 職員又は職員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

職務専念義務 職員は法令上特別の定めがある場合を除くほか、勤務時間中全力で職務を遂行しなければならない。 

政治的行為の制限 職員は政党その他の政治的団体の結成に関与する等の政治的行為をしてはならない。 

争議行為等の禁止 職員は争議行為等を行ってはならない。 

営利企業等の従事制限 職員は許可を受けなければ、営利企業等に従事してはならない。 

 

８ 職員の退職管理の状況（令和６年度） 

  職員の退職管理については、地方公務員法第３８条の２に基づき管理している。 

 

９ 職員の研修（令和６年度） 

  該当なし。 

 

１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１） 健康診断等の実施状況（令和６年度） 

 



区分 受診者数 

定期健康診断 ０人 

人間ドック（健康診断代替として） ５人 

計 ５人 

 

（２）公務災害補償の状況（令和６年度） 

区分 認定件数 

公務災害 ０件 

通勤災害 ０件 

計 ０件 

 

（３）福利厚生事業について（令和６年度） 

・人間ドック受診料助成事業 

 人間ドック受診にかかる費用の１/２について、１人 10,000 円を上限に助成 

 令和６年度実績  対象職員 5 人 助成額 45 千円 

 

１１ 群馬県市町村公平委員会からの報告（令和６年度） 

区分 件数 

勤務条件に関する措置の要求 ０件 

不利益処分に関する審査請求 ０件 

 

 

 

 


